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１ 取組指針について 

(1) 取組指針策定の経緯、趣旨 

 犯罪等の被害に遭った方の多くは、犯罪そのものによる直接的な被害だ

けでなく、心身の不調や周囲の無理解な言動による中傷など、事件の後に

生じる様々な問題にも苦しんでいます。  

国においては、犯罪被害者及びその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」 

という。）の権利利益の保護を図ることを目的として、平成１６年（２００

４年）１２月に犯罪被害者等基本法（以下「基本法」という。）を制定

しました。この基本法のもと、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 

犯罪被害者等基本計画（以下「基本計画」という。）を閣議決定（平成１７

年）し、現在、第５次基本計画に基づき各種施策が進められています。 

熊本県においては、平成１５年（２００３年）に（社）熊本犯罪被害者支

援センター（現：公益社団法人くまもと被害者支援センター）が設立され、

同センターにおいて犯罪被害者等への相談対応や支援を行うとともに、相

談員や被害者支援ボランティアの養成に取り組んでいます。また、基本法

の趣旨を踏まえ、平成２０年（２００８年）に熊本県犯罪被害者等支援に

関する取組指針（以下「取組指針」という。）を策定し、その後、３回の改

定を経て、犯罪被害者等の権利利益の保護や犯罪被害者等に対する県民意

識の醸成等の各種施策に取り組んできたところです。 

このような中で、令和元年（２０１９年）に、外部有識者による熊本県

犯罪被害者等支援懇話会を設置し、これからの熊本県における犯罪被害者

等の支援のあり方等について議論いただきました。そして、今後の課題と

して、①県民への広報啓発等の根幹となる県条例が必要である、②犯罪被

害者等のニーズに対応した的確な情報提供や支援策の充実が必要である、

③確実に支援に繋がる体制の充実が必要であるとの意見が取りまとめられ

ました。 

犯罪被害者等が安心して暮らしていくためには、行政だけでなく、社会

全体が犯罪被害者等に寄り添い、支援を行っていく必要があります。犯罪

被害者等支援に、県としてより一層取り組む姿勢を明確にし、市町村や関

係機関、県民、事業者等、県全体として途切れることのない支援を行って

いくため、令和２年（２０２０年）１２月に熊本県犯罪被害者等支援条例

（以下「条例」という。）を制定しました。 

この指針は、第４次取組指針の策定以降の状況変化等を踏まえ、条例に

基づく犯罪被害者等支援に関する施策を着実に実行していくために策定す

るものです。 
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(2) 取組指針の性格 

   基本法第５条に規定されている「地方公共団体の責務」を果たすため、

条例第９条の規定に基づき熊本県が犯罪被害者等への支援施策を推進する

上での基本方針及び具体的な施策を定めるものです。 

 

(3) 取組指針の期間 

   令和８年度（２０２６年度）から令和１３年度（２０３１年度）までの

６年間とします。 

なお、施策の進捗状況及び犯罪被害者等を取り巻く環境の変化等を考慮 

して、必要に応じ、見直すこととします。 

 

 

２ 犯罪被害者等を取り巻く情勢 

(1)  県内における犯罪発生状況 

  ア 刑法犯認知件数 

    熊本県内の刑法犯認知件数は、平成１５年（２００３年）の２８，９

７３件をピークに減少し、令和４年（２０２２年）には４，９４４件と

なりましたが、再び増加傾向にあります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本県警察による統計） 

 

イ 重要犯罪認知件数の内訳 

熊本県内における重要犯罪（殺人、強盗、放火、不同意性交等※1、略 

取誘拐・人身売買、不同意わいせつ※1）の令和７年（２０２５年）の認 

知件数は前年より５８件増加した２３８件であり、性犯罪（不同意性交 

等、不同意わいせつ）が全体の８割を超えています。 
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年 殺人 強盗 放火 
不同意 

性交等※1 

略取誘拐・

人身売買 

不同意 

わいせつ※1 
合計 

Ｒ３ 10 7 11 25 3 52 108 

Ｒ４ 5 5 12 23 1 45 91 

Ｒ５ 12 4 11 47 1 70 145 

Ｒ６ 9 5 4 61 5 96 180 

Ｒ７ 3 10 9 76 9 131 238 

（熊本県警察による統計） 

    ※1 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第 66 号）の施行 

     （罰則規定：令和５年７月 13 日 施行）に伴い、「強制性交等」を「不同意性

交等」に、「強制わいせつ」を「不同意わいせつ」に名称変更されています。 

 

ウ 主な罪種別の認知件数  

刑法犯全体では、窃盗犯の被害が６割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本県警察による統計） 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

刑法犯総数 5,187 4,944 6,174 6,722 7,529

凶悪犯 53 45 74 79 98
殺人 10 5 12 9 3
強盗 7 5 4 5 10
放火 11 12 11 4 9
不同意性交等 25 23 47 61 76

粗暴犯 642 582 744 745 858
暴行 348 337 380 363 450
傷害 202 198 284 285 293
脅迫 67 36 60 57 58
恐喝 25 11 20 40 56

窃盗犯 3,403 3,369 4,036 4,386 4,693
侵入盗 340 228 268 326 297
非侵入盗 2,176 1,985 2,452 2,368 2,397
乗り物盗 887 1,156 1,316 1,692 1,999

知能犯 292 269 434 547 774
詐欺 249 227 381 496 717
横領 13 21 28 20 35
偽造 30 21 20 26 17
その他 5 5 5

風俗犯 84 70 139 243 298
賭博 2 3 5
わいせつ 84 68 139 240 293
　うち）不同意わいせつ 52 45 70 96 131

その他の刑法犯 713 609 747 722 808
　うち）占有離脱物横領 77 78 98 105 133
　うち）公務執行妨害 16 11 20 23 15
　うち）住居侵入 90 69 90 82 89
　うち）逮捕監禁 5 2 3 7
　うち）略取誘拐 3 1 1 5 9
　うち）盗品等 6 8 4 7 9
　うち）器物損壊等 444 381 440 366 412

区　　　　分



5 

 

エ 人身交通事故発生状況 

熊本県内の人身交通事故発生件数は、平成１６年（２００４年）の１ 

３，１６７件をピークに減少し、令和７年（２０２５年）は２，９４７ 

件となり、交通事故による死者・負傷者数も減少傾向にあるものの、近 

年はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本県警察による統計） 

 

 

(2)  犯罪被害者等の置かれている状況 

    犯罪被害者等は、事件により、命や財産を奪われ、傷害を負わされるとい

った直接的な被害だけでなく、その後においても、周囲の偏見、無理解等に

よる言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰

な取材等により、精神的な苦痛、身体の不調、生活の平穏の侵害、経済的な

損失等の被害を受け、被害前のような日常生活を送ることが難しくなりま

す。 

    また、性犯罪の場合、羞恥心から被害に遭ったことを他人に知られたくな

いという思いや、自分にも落ち度があったのではないかという自責の念か

ら、警察への被害申告をためらうなど、被害が潜在化しやすい傾向にあると

言われています。 

 そのため、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、様々な相談 

窓口があることの周知、心のケアの充実、各種支援制度の情報提供、周囲の 

人々の理解等が求められています。 
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(3) 犯罪被害者等支援に係る状況 

     犯罪被害者等の負担軽減を図ることを目的に、国の有識者会議による提

言を受け、令和６年度（２０２４年度）から「多機関ワンストップサービス

体制※2」を整備する取組が全国的に開始され、熊本県においても、令和８

年度（２０２６年度）から運用を開始することとなりました。 

今後、犯罪被害者等が居住地域に関わらず必要な支援を受けられるよう、 

支援に携わる機関・団体が相互に連携し、関係を一層強化していく必要があ 

ります。 

※2 犯罪被害者等がいずれかの機関・団体に相談や問合せをすれば、その機関・団体

を起点に、犯罪被害者等の同意の下で、都道府県が設置した犯罪被害者等支援コー

ディネーターに情報を集約し、当該コーディネーターを中心に関係機関・団体が一

体となって犯罪被害者等が利用できる支援を提示・提供する体制のこと。 

 

 

３ 基本方針 

条例第３条に規定する基本理念を踏まえ、「犯罪被害者等の尊厳にふさわし 

い処遇を権利として保障し、必要な支援を個々の事情に応じて適切に途切れる

ことなく行う」ため、今後必要と考えられる施策を犯罪被害者等、県民及び支

援従事者の対象者ごとに体系的に整理し、次の３つの基本方針を設定してそれ

ぞれの実現に向けた取組を進めることとします。 

 

  ①  日常生活の回復に向けた支援 

    犯罪被害者等の多くは、被害直後から診療、葬儀、捜査・公判等への協

力、損害賠償の請求、福祉や保険制度の申請、犯罪被害者給付金の申請、

雇用の維持等、様々な場面に遭遇し、対応を迫られることになります。 

    被害の状況によっては、身体や財産への直接的な被害だけでなく、事件

に遭ったことによる精神的な苦痛、身体の不調、生活の平穏の侵害、経済

的な損失等といった二次被害を受けることがあります。 

そのため、犯罪被害者等が安心して暮らせる日常生活を取り戻すこと

ができるようになるためには、犯罪そのものにより受けた直接的な被害

だけでなく、その後に発生しうる二次被害からも回復できるよう支援す

る必要があります。 
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②  県民の理解の増進 

犯罪被害者等は、事件に遭ったことの精神的ショックから身の回りの 

     ことが満足にできなくなることや、事件に遭ったことについて自分にも

落ち度があったのではないかと自責の念にかられてしまうといったこと

も少なくない状況にあります。 

誰もが犯罪被害者等になる可能性がありますが、全体からみれば犯罪 

被害者等は少数者であるため、その現状が周囲に理解されず、疎外され、

孤立することもあります。 

犯罪被害者等が安心して暮らせるようになるためには、犯罪被害者等

の日常生活の回復に向けた支援の実施に加え、犯罪被害者等の置かれた

現状について県民の理解を深める必要があります。 

 

  ③  支援体制の充実・整備 

犯罪被害者等への支援を実施するに当たっては、犯罪被害者等が置か

れた現状を理解し、ニーズに応じて精通した人材によるきめ細やかな支

援が不可欠です。 

このような支援体制を効果的に運用するためには、人材の育成をはじ

め支援体制の充実・整備が必要です。 

また、犯罪被害者等への支援は、個々の状況に応じて、途切れることな

く実施される必要があることから、支援に関係する国、県、市町村、民間

団体等が密接に連携・協力する必要があります。 

 

 

４ 犯罪被害者等支援に関する具体的施策 

(1)  日常生活の回復に向けた支援 

  ア 施策の方向性 

犯罪被害者等の状況に応じた適切な対応が実施できるよう相談窓口の

充実を図るとともに、精神面のケアや経済、雇用、居住等の各支援施策の

実施等、犯罪被害者等の日常生活の回復に向けた支援に取り組みます。 

 

  イ 具体的施策 

    ① 相談及び情報の提供（条例第１０条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

犯罪被害者施策

に関する総合的

犯罪被害者等が状況に応じた適切

な支援を受けられるよう、関係機

関との調整等を行います。また、複

くらしの安全推

進課 
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対応窓口機能の

充実 

数の関係機関等による支援が必要

となる場合は、「多機関ワンストッ

プサービス」により対応を行いま

す。 

人権センターに

おける相談対応 

人権センターに相談員を配置し、

面接、電話及び電子メールによる

県民からの人権に係る相談に対応

します。 

人権同和政策課 

すこやか子育て

電話相談 

子育てや家庭教育に関し、保護者

等を対象として、平日の夜間及び

土曜日の午後に電話相談を実施し

ます。 

（教）社会教育課 

女性に関する相

談窓口の設置 

女性に関する様々な問題について

相談を受ける窓口を、男女参画・協

働推進課、女性相談センター（配偶

者暴力相談支援センター）、各地域

振興局（総務）福祉課に設置し、解

決に向けた助言や支援を行いま

す。 

子ども家庭福祉

課 

男女参画・協働推

進課 

性犯罪被害者等

からの相談への

対応（性被害相

談電話） 

性犯罪被害者等からの相談につい

て、警察本部において２４時間対

応します（被害者等が希望する性

別の警察官が対応するよう配慮し

ますが、業務の都合上、希望する性

別の警察官が対応できない場合も

あります。）。 

（警）捜査第一課 

 

性暴力被害に関

する相談窓口の

設置（ゆあさい

どくまもと） 

性暴力被害に遭われた方やその家

族の相談を受ける窓口を設置し、

国の夜間・休日コールセンターと

連携して２４時間３６５日の電話

相談対応や病院への付添など必要

な支援を行います。 

くらしの安全推

進課 

交通事故相談に

関する対応（交

通事故相談所） 

交通事故被害者等の救済・援護を

図るため、「交通事故相談所」に交

通事故相談員を配置し、交通事故

くらしの安全推

進課 
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被害者等からの相談に対応しま

す。 

悪質な商法、ヤ

ミ金融相談等に

関する対応 

警察本部内や各警察署において、

悪質商法等の被害者からの相談に

対応します。 

（警）生活環境課 

悪質商法等に関

する消費生活セ

ンターにおける

相談対応 

消費生活センターに相談員を配置

し、面接、電話による県民からの消

費生活に係る相談に対応します。 

消費生活課 

「被害者支援要

員制度」の活用 

警察において指定された「被害者

支援要員（指定された警察職員）」

が、関係機関と連携をとりながら

被害直後から犯罪被害者等に寄り

添い、必要な助言、指導、情報提供

等を行い犯罪被害者等のニーズに

即した支援を実施します。 

（警）広報県民課 

犯罪被害者等支

援のための情報

提供 

熊本県ホームページ及び熊本県警

察ホームページにおいて、犯罪被

害者等の支援に関する情報（ＤＶ

等女性に対する暴力を含む。）を随

時更新し、充実を図ります。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

インターネット

以外の媒体を通

じた情報提供 

相談窓口等を記載したリーフレッ

トや周知カード等、インターネッ

ト以外の媒体を通じて犯罪被害者

等支援に関する情報を提供しま

す。 

くらしの安全推

進課 

「被害者 手帳

（支援の手引）」

の内容充実と犯

罪被害者等への

確実な交付によ

る情報提供 

犯罪被害者等が最も支援を必要と

する被害直後において、犯罪被害

者等が必要とする情報を得られる

よう、刑事手続、被害者支援に関す

る各種制度や相談窓口等の情報が

記載された「被害者手帳（支援の手

引）」の内容を充実するとともに、

確実に交付します。 

（警）広報県民課 
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被害者支援リー

フレットの配布

による情報提供 

交通事故被害者等に対して交通事

故の概要、捜査過程等の情報を提

供するとともに、刑事手続の流れ

や損害賠償の請求に関する情報等

をまとめた手引き「交通事故にあ

われた方へ」を交付します。 

（警）交通指導課 

外国人の犯罪被

害者等への情報

提供の充実（「外

国語版「支援の

手引」） 

現行の外国語版「支援の手引（英語

版・中国語版・韓国語版）」の内容

の充実と見直しを図りつつ、適切

に配布されるよう努めるととも

に、外国人被害者に対する各種制

度等情報提供の充実を図ります。 

（警）広報県民課 

教育委員会と関

係機関との連携

協力の充実・強

化及び学校にお

ける相談窓口機

能の充実 

教育委員会及び学校において、県

立教育センター、肥後っ子サポー

トセンター、児童相談所等の関係

機関と連携・協力を強化し、学校の

相談窓口の機能を更に高め、犯罪

被害者等に対する相談機能を充実

します。 

（教）学校安全・

安心推進課 

市町村における

適切な情報提供

のための支援 

犯罪被害者等への対応に必要とな

る基礎的な知識等の習得のための

研修会を開催し、市町村担当窓口

において適切な情報提供ができる

よう支援します。 

くらしの安全推

進課 

専門職による支

援及びこれらと

の更なる連携・

協力の充実・強

化 

犯罪被害者等への支援を効果的に

行うため、民間支援団体との連携

を強化するとともに、臨床心理士

等専門職による支援の充実・強化

に努めます。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

  

② 損害賠償の請求に関する情報の提供（条例第１１条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

暴力団犯罪によ

る被害回復の支

援 

暴力団等による犯罪の被害者に対

する被害回復を促進するため、警

察と公益財団法人熊本県暴力追放

運動推進センター、熊本県弁護士

（警）組織犯罪対

策課 
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会民事介入暴力対策委員会等が連

携して、暴力団等による犯罪被害

の回復を支援します。 

【再掲】「被害者

手帳（支援の手

引）」の内容充実

と犯罪被害者等

への確実な交付

による情報提供 

犯罪被害者等が最も支援を必要と

する被害直後において、犯罪被害

者等が必要とする情報を得られる

よう、刑事手続、被害者支援に関す

る各種制度や相談窓口等の情報が

記載された「被害者手帳（支援の手

引）」の内容を充実するとともに、

確実に交付します。 

（警）広報県民課 

【再掲】被害者

支援リーフレッ

トの配布による

情報提供 

交通事故被害者等に対して交通事

故の概要、捜査過程等の情報を提

供するとともに、刑事手続の流れ

や損害賠償の請求に関する情報等

をまとめた手引き「交通事故にあ

われた方へ」を交付します。 

（警）交通指導課 

 

   ③ 経済的負担の軽減（条例第１２条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

犯罪被害給付制

度の的確な運用 

「犯罪被害給付制度」の対象とな

る犯罪被害者等に対し、確実な制

度教示を行い、仮給付制度の効果

的活用など迅速、的確な給付金の

裁定に努めます。 

（警）広報県民課 

ハウスクリーニ

ング委託制度に

よる犯罪被害者

等の精神的・経

済的負担の軽減 

犯罪被害者等の精神的、経済的負

担軽減のため、殺人事件等で自宅

が犯罪現場となった場合にハウス

クリーニング委託費用を公費負担

します。 

（警）広報県民課 

診断書手数料等

に関する犯罪被

害者の経済的負

担の軽減 

犯罪被害者等の精神的、経済的負

担軽減のため、診断書手数料や処

置費用、カウンセリング費用等を

公費負担します。 

 

（警）広報県民課 
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法医解剖後の遺

体搬送等に関す

る遺族の負担軽

減 

犯罪被害者等の経済的負担軽減の

ため、法医解剖（司法・行政解剖）

を実施した遺体搬送費用及び遺体

修復費を公費負担します。 

（警）捜査第一課 

（警）交通指導課 

（警）広報県民課 

性犯罪被害者に

対する緊急避妊

等経費の措置 

性犯罪被害者の心理的・経済的負

担を軽減するため、初診料、診断書

料、緊急避妊経費等について公費

負担します。 

（警）広報県民課 

【再掲】「被害者

手帳（支援の手

引）」の内容充実

と犯罪被害者等

への確実な交付

による情報提供 

犯罪被害者等が最も支援を必要と

する被害直後において、犯罪被害

者等が必要とする情報を得られる

よう、刑事手続、被害者支援に関す

る各種制度や相談窓口等の情報が

記載された「被害者手帳（支援の手

引）」の内容を充実するとともに、

確実に交付します。 

（警）広報県民課 

犯罪被害者等に

対する見舞金の

給付 

犯罪被害者等に対する見舞金制度

により、被害直後から強いられる

様々な経済的負担の軽減を図りま

す。 

くらしの安全推

進課 

 

   ④ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（条例第１３条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

精神保健福祉セ

ンター、保健所

における相談、

支援等の実施 

精神保健福祉センターや保健所に

おいて、精神保健福祉に関する相

談対応や支援等を行います。 

障がい者支援課 

医療安全相談窓

口における相談

対応 

県庁及び各保健所の相談窓口にお

いて電話、面接等による県民から

の医療安全に係る相談に対応しま

す。 

医療政策課 

児童相談所にお

ける児童虐待に

対する夜間・休

日対応 

児童虐待に関して、夜間・休日も通

告を受理し、４８時間以内に児童

の安否確認を行っていきます。 

子ども家庭福祉

課 
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高次脳機能障害

者への支援の充

実 

高次脳機能障害者に対する専門的

な相談支援、関係機関との支援ネ

ットワークの充実、正しい理解を

促進するための普及・啓発、支援手

法等に関する研修等の支援を行い

ます。また、高次脳機能障がいの障

がい特性に応じた支援が実施でき

る支援者を養成するため、高次脳

機能障害者支援養成研修を実施

し、高次脳機能障がい者に関する

支援体制の整備に努めます。 

＊高次脳機能障害とは、脳外傷、脳   

卒中、脳炎、脳症など脳が損傷して起

こる症状で、記憶・注意・思考・言語

などに障害が見られることがありま

す。外見上分かりにくい、本人も自覚

しにくい、日常生活の中の特定の状況

にしか現れない、などの特徴により周

囲からの理解が得られにくい疾患で

す。 

障がい者支援課 

被害者の個別カ

ウンセリングの

実施 

被害にあったことで傷つけられた

自尊心や主体性の回復を目的と

し、被害者に対し、臨床心理士、公

認心理師又は精神科医等による個

別カウンセリングを行います。 

障がい者支援課 

子ども家庭福祉

課 

医療機関に関す

る情報提供 

熊本県総合医療情報システム（熊

本医療ナビ）により、県民等に対し

て医療機関に関する情報を提供し

ます。 

＊熊本県総合医療情報システム

（熊本医療ナビ）とは、県内の医療

機関等の医療情報をデータベース

化し、インターネット上で医療情

報を提供するシステム。 

医療政策課 
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医療機関におけ

る性犯罪被害者

への対応体制の

整備 

被害者が、安心して診察・治療等を

受けられるよう、医療機関に対し

啓発に努めます。 

医療政策課 

 

⑤ 安全の確保（条例第１４条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

警察における再

被害防止措置の

推進 

再び危害を加えられるおそれのあ

る犯罪被害者等を「再被害防止対

象者」として指定し、防犯指導や警

戒等の再被害防止措置を講ずると

ともに、関係機関との連携による

事案に応じた柔軟な対応に努めま

す。 

（警）広報県民課 

犯罪被害者等に

関する情報の保

護 

被害事件の広報等については、犯

罪被害者等の権利保護と発表する

ことの公益性等から個別具体的な

対応を行います。 

（警）広報県民課 

ストーカー・Ｄ

Ｖ等の被害者等

保護及び危険回

避のための施策

の実施 

ストーカー・ＤＶ等の被害者等の

安全の確保を最優先に、ストーカ

ー規制法の適時的確な適用をはじ

めとする関係法令を駆使した加害

者の検挙等による加害行為の防止

や、被害者の保護措置等の組織的

な対応を推進します。  

（警）人身安全対

策課 

中央一時保護所

（児童相談所）

の管理運営 

被虐待児童の緊急保護、行動観察、

短期入所指導を行うため、一時保

護所の適切な運営を行い、保護児

童への支援を行います。 

子ども家庭福祉

課 



15 

 

女性相談センタ

ー（配偶者暴力

相談支援センタ

ー）等における

一時保護及び自

立に向けた支援

の実施 

ＤＶ被害者等の安全を確保するた

め、県の一時保護所で一時的に保

護をするとともに、被害者等の自

立に向けてのカウンセリング、就

職、住居確保、施設入所等の支援を

行います。 

＊ＤＶ（ドメスティック・バイオレ

ンス）とは、夫婦や恋人等の親密な

男女間における暴力をいい、殴る、

蹴るなどの身体的な暴力のほか、

精神的暴力、性的暴力なども含ま

れます。 

子ども家庭福祉

課 

暴力団から危害

を被るおそれが

ある者に対する

保護 

熊本県暴力団排除条例（平成２２

年熊本県条例第５２号）第２６条

の警察による保護規定及び熊本県

警察保護対策実施要領に基づき、

今後より一層、暴力団等から危害

を被るおそれがある者を「保護対

象者」に指定し、暴力団等による危

害行為を未然に防止するために必

要な保護対策を推進します。 

（警）組織犯罪対

策課 

要保護児童対策

地域協議会の開

催等による関係

機関の連携・協

力 

要保護児童対策地域協議会の開催

等を通じた関係機関との連携・協

力により、児童虐待の未然防止・早

期発見・早期対応・再被害防止に努

めます。 

子ども家庭福祉

課 

児童虐待防止の

ために行う児童

の死亡事例等の

検証の実施 

虐待による児童の死亡事例等が発

生した場合、専門の組織による死

亡事例等の検証を行い、同様な事

例の未然・再発防止に努めます。 

子ども家庭福祉

課 



16 

 

児童虐待の防止

及び早期発見・

早期対応のため

の施策の実施 

児童相談所等の関係機関との連携

や児童虐待の疑いがある事案等を

認知した際の初動対応、被害児童

の心理を踏まえた事情聴取等の児

童虐待に係る専門的対応に関する

指導教養を実施し、児童虐待への

対応力の一層の強化を図ります。 

（警）人身安全対

策課 

熊本県学校・警

察相互連絡制度

の活用による再

被害防止に向け

た関係機関の連

携充実 

犯罪、いじめ等の再被害を防止す

るため、警察と学校との通報連絡

を密に行い、会議や研修会を通し

て支援体制の更なる強化を図りま

す。 

（教）学校安全・

安心推進課 

（警）生活安全企

画課 

児童虐待 の防

止、早期発見・早

期対応のための

体制整備等 

虐待を受けている子どもを職務上

発見しやすい立場にある教職員が

適切に対応できるよう通告義務の

周知徹底を図るなど早期発見・早

期対応のための体制整備に努めま

す。 

（教）学校安全・

安心推進課 

再被害防止に資

する教育の実施

等 

学校等警察連絡協議会による学校

と警察との連携強化、学校と保護

司や民生委員との連携強化によ

り、加害少年への学校内外での継

続的な指導を行い、加害少年の立

ち直りや再被害の防止に努めま

す。 

（教）学校安全・

安心推進課 

（警）生活安全企

画課 

教職員に対する

「子どもの虐待

対応の手引き」

の活用 

認定こども園、幼稚園、保育所、小

中学校等に「子どもの虐待対応の

手引き」の活用を推進し、教職員に

虐待発見時における適切な対応の

在り方を周知徹底します。 

（教）学校安全・

安心推進課 
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ＤＶ対策関係機

関・団体の連携

促進 

連絡会議や研修会の開催、民間団

体への支援等により関係機関・団

体の連携を図り、迅速かつ適切に

ＤＶ被害者の保護・支援を行いま

す。 

子ども家庭福祉

課 

 

⑥ 居住の安定（条例第１５条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

犯罪被害者等に

対する県営住宅

の優先入居・一

時使用の実施 

犯罪被害者等の居住の安定を図

り、その自立を支援するため、県営

住宅の優先入居（公募）や一時使用

を実施します。 

住宅課 

一時避難等施設

使用料の負担軽

減 

犯罪被害者等の精神的、経済的負

担軽減のため、一時的な避難場所

や事情聴取等の場所として警察施

設以外の施設の使用料を公費負担

します。 

（警）広報県民課 

配偶者からの暴

力被害者に対す

る県営住宅の優

先入居・一時使

用の実施 

ＤＶ被害者の居住の安定を図り、

その自立を支援するため、県営住

宅の優先入居（公募）や一時使用を

実施します。 

住宅課 

 

⑦ 雇用の安定（条例第１６条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

被害回復のため

の休暇制度の 

周知 

犯罪等の被害に遭った労働者が被

害を回復するための休暇制度につ

いては、国における施策を踏まえ

て周知を行います。 

労働雇用創生課 

労働相談への対

応 

「しごと相談・支援センター」に労

働相談員を配置し、解雇、労働条

件、賃金や職場でのトラブル等に

関する労働者や事業主からの様々

な相談に中立の立場から助言を行

います。 

労働雇用創生課 
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個別労働紛争解

決制度の周知 

労働関係に関する労働者と事業主

との紛争を解決する「個別労働紛

争解決制度（熊本県から熊本県労

働委員会へ事務委任）について、県

民への周知を図ります。 

労働雇用創生課 

就業支援の実施 「しごと相談・支援センター」にお

いて、就職活動の進め方について

アドバイス等を行うとともに、仕

事探しに付随する保育、公営住宅、

生活資金等の生活相談に対する助

言や情報提供を行います。 

労働雇用創生課 

若年者の就職や

転職等への相談

対応 

若年者を対象とした職業や就職に

関する総合的な情報提供・相談・職

業紹介などを一体的に行う「ジョ

ブカフェくまもと」において、若年

者の就職や転職等の相談に対応し

ます。 

また、熊本市以外の地域において

も、全広域本部・地域振興局に設置

している「ジョブカフェ・ブラン

チ」において、きめ細やかな就職支

援を行います。 

労働雇用創生課 

 

⑧ 刑事に関する手続及びその進捗状況に関する情報の提供（条例第１７ 

条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

被害者連絡制度

に基づく情報提

供の推進 

身体犯や重大な交通事故事件等の

被害者等に対し、その人権に配慮

し、被害回復に資するよう警察に

おいて捜査状況や処分結果等の情

報を提供します。 

（警）刑事企画課 

検視、司法解剖

等の遺族への説

明と配慮 

検視、司法解剖等に当たってその

必要性を説明し、遺族の理解が得

られるよう努めます。 

（警）捜査第一課 

（警）交通指導課 
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性犯罪被害者か

らの証拠採取機

材の整備と産婦

人科医等とのネ

ットワーク構築 

性犯罪被害者からの証拠採取、保

管に関し、「性犯罪捜査用キット」

及び採取の際の代替服を整備し、

県内の医療機関とのネットワーク

を構築します。 

（警）捜査第一課 

（警）広報県民課 

【再掲】被害者

支援リーフレッ

トの配布による

情報提供  

交通事故被害者等に対して交通事

故の概要、捜査過程等の情報を提

供するとともに、刑事手続の流れ

や、損害賠償の請求に関する情報

等をまとめた手引き「交通事故に

あわれた方へ」を交付します。 

（警）交通指導課 

 

⑨ 保護又は捜査の過程における配慮（条例第１８条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

警察における犯

罪被害者等のた

めの施設の改善 

現在、警察署に設置している被害

者専用事情聴取室や霊安室につい

て、今後新築・改築される警察署に

おいては、より被害者の心情に配

慮した仕様とします。 

（警）広報県民課 

民生委員・児童

委員に対する研

修の実施 

各広域本部が毎年企画・実施する

民生委員・児童委員全員を対象と

した一般研修の対象科目の一つと

して犯罪被害者等に関することを

加えるなど、犯罪被害者への守秘

義務の遵守等について周知に努め

ます。 

社会福祉課 

看護職員等の資

質向上 

看護教員（看護学生）及び看護職員

が犯罪被害者に対する配慮等につ

いて理解し、支援を必要とする犯

罪被害者及び家族に適切に対応で

きるよう、啓発に努めます。 

医療政策課 
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捜査過程におけ

る二次被害の防

止・軽減及び被

害者等への適切

な対応を確実に

するための職員

に対する研修の

充実等 

犯罪被害者等の捜査過程における

二次被害を防止・軽減するため、研

修会や講演会等を開催することに

より職員の被害者支援に対する理

解の増進を図るとともに、職員の

被害者等に対する適切な対応を確

実にするため、各種支援制度及び

関係機関との連携要領等の研修の

充実を図ります。 

（警）広報県民課 

（警）捜査第一課 

被害者が希望す

る性別の警察官

による対応 

性犯罪指定捜査員に男性警察官、

女性警察官の両方を指定し、可能

な限り被害者が希望する性別の警

察官が対応できるよう配慮しま

す。 

（警）捜査第一課 

 

⑩ 未成年者への配慮（条例第１９条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

被害少年が受け

る精神的打撃軽

減のための継続

的支援の推進 

「肥後っ子サポートセンター」を

中心に、被害少年からの相談に対

応し、継続的支援等を実施します。 

（警）生活安全企

画課 

学校支援アドバ

イザーの配置 

県内の教育事務所に、警察官ＯＢ

を「学校支援アドバイザー」として

配置し、学校等との連携のもと専

門的見地から電話・来所・訪問によ

る相談に対応します。 

（教）学校安全・

安心推進課 

スクールソーシ

ャルワー カー

（ＳＳＷ）の配

置 

県内の教育事務所等及び拠点校で

ある県立高等学校に、精神保健福

祉士や社会福祉士の資格を有する

「スクールソーシャルワーカー

（ＳＳＷ）」を配置し、いじめ・不

登校等に対し、関係機関等による

連携ネットワークを構築し、地域

事例研究会等を通して解決を図り

ます。 

（教）学校安全・

安心推進課 
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スクールカウン

セラーの配置 

県内の公立小・中学校及び教育事

務所等、県立学校に「スクールカウ

ンセラー」を配置し、いじめ・不登

校等について児童生徒や保護者等

にカウンセリング等を行い、問題

解決を図ります。 

（教）学校安全・

安心推進課 

教育相談専門員

の派遣 

スクールカウンセラーが配置され

ていない学校等を中心に、児童生

徒、保護者及び教職員のために専

門的知識を有する「教育相談専門

員（臨床心理士や大学教授等）」を

派遣し、問題解決を図るための支

援をします。 

（教）学校安全・

安心推進課 

犯罪被害者等で

ある児童生徒が

不登校等になっ

た場合における

継続的支援の促

進 

犯罪被害が原因で不登校や問題を

抱えるにいたった児童生徒に対し

て継続的支援を実施するため、管

理職、主任主事、教育相談係及び養

護教諭等による支援組織を整備

し、対応マニュアルの作成や関係

機関との連携により被害少年の心

のケアと支援を速やかに実施でき

るよう学校に働きかけます。 

（教）学校安全・

安心推進課 

少年被害者に対

する学校におけ

るカウンセリン

グ体制の充実等 

少年被害者が精神的被害から立ち

直り、被害発生前の精神状態と生

活に戻れるよう、教職員によるカ

ウンセリング等の支援体制を充実

します。 

（教）学校安全・

安心推進課 
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(2) 県民の理解の増進 

ア 施策の方向性 

「犯罪被害者月間（毎年１１月１日～１２月１日）」において、犯罪被 

害者等の参加・協力も得て、関係機関・団体と連携・協働した広報啓発活 

動を積極的に実施していくとともに、様々な広報媒体を活用することで、 

犯罪被害者等が置かれた現状について県民が理解を深める機会を積極的

に提供します。 

 

  イ 具体的施策 

   ① 広報啓発活動等の実施（条例第２０条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

個人情報に配慮

した地域におけ

る犯罪発生情報

の提供 

県民へ注意を喚起し再被害を防止

するため、犯罪発生地を管轄する

警察署及び県警本部が連携し、被

害者が特定されないことに配慮し

ながら、地域安全ニュース、ゆっぴ

ー安心メール等の各種媒体を用い

て被害状況に関する情報を発信し

ます。 

（警）生活安全企

画課 

犯罪被害者等支

援に関する広報

啓発事業の実施 

犯罪被害者等が置かれている状況

や犯罪被害者等の名誉又は生活の

平穏への配慮の重要性等につい

て、県民の理解を深めるための広

報啓発事業を実施します。 

犯罪被害者月間（毎年１１月１日

～１２月１日）に合わせた集中的

な広報啓発を行います。 

 

 

 

 

 

くらしの安全推

進課 

（警）広報県民課 

犯罪被害者等支

援に関わりの深

い者に対する積

極的な広報啓発

の実施 

犯罪被害者等支援に関わりの深い

医療、教育、法曹関係者に対し、被

害者等の置かれた現状や支援の重

要性等について広報啓発を実施

し、医療、教育、法曹関係者と連携

して社会全体で犯罪被害者等を支

える気運の醸成に努めます。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 
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被害が潜在化し

やすい犯罪被害

者等に対する理

解の促進 

性暴力被害者や被害児童等、被害

が潜在化しやすい犯罪被害者が置

かれている状況等を研修会やシン

ポジウムを開催するなど、様々な

機会を通じて県民に広く周知し、

理解促進と社会全体で犯罪被害者

等を支える気運の醸成に努めま

す。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

犯罪被害者等の

人権問題に関す

る県民の理解の

促進と意識の高

揚 

「熊本県人権教育・啓発基本計画」

に基づき、犯罪被害者等の人権問

題に関し、各種広報啓発活動を通

じて県民の理解と認識を深め、犯

罪被害者等の人権を尊重する意識

の醸成、人権意識の高揚を図りま

す。 

人権同和政策課 

様々な広報媒体

を通じた犯罪被

害者等施策に関

する広報の実施 

知事部局・警察・公益社団法人くま

もと被害者支援センターと医療、

福祉、教育、法曹関係団体等が連

携・協働し、犯罪被害者等が置かれ

ている状況や支援の必要性につい

て、広報啓発活動を推進します。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

児童虐待防止に

向けた啓発事業

の実施 

「児童虐待防止推進月間（毎年１

１月）」にあわせて、児童虐待防止

及び子どもの人権啓発のための講

演会や街頭啓発キャンペーンを行

います。 

子ども家庭福祉

課 
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若年層に対する

広報啓発 

関係機関と連携し、中・高生を対象

にした｢命の大切さを学ぶ教室｣を

開催し、被害者も加害者も出さな

い街づくりに向けた社会気運の醸

成に努めるとともに、若年層に対

する予防啓発の取組を推進しま

す。また、「大学生による被害者支

援ボランティア」の活動を通じて、

被害者等の現状を広め、若年層か

ら被害者支援への理解増進を図り

ます。 

（教）学校安全・

安心推進課 

（警）広報県民課 

「心のきずなを

深める月間」に

おける取組 

「心のきずなを深める月間（毎年

６月）」において、学校・家庭・地

域が互いの役割と責任を自覚し、

相互に補完し合いながら、地域ぐ

るみでいじめを許さない学校・学

級づくりに向けて取り組む気運を

高め、子どもたちの豊かな人間性

や社会性を育む取組の充実を図る

など、いじめの未然防止に重点を

置いた総合的な対策を継続して推

進します。 

（教）学校安全・

安心推進課 

ＤＶ防止に向け

た啓発事業の実

施 

「女性に対する暴力をなくす運動

（毎年１１月）」に合わせて、ＤＶ

防止のための講演会や街頭啓発キ

ャンペーンを行います。 

子ども家庭福祉

課 

全国交通安全運

動期間における

広報啓発の実施 

春と秋の全国交通安全運動期間に

おいて、交通事故被害者等の視点

に配慮しながら広報啓発を実施し

ます。 

くらしの安全推

進課 
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交通事故被害者

等の声を反映し

た県民の理解増

進 

交通安全関係行事や各種交通関係

講習会等において、交通事故の被

害者・遺族等による講演の実施の

ほか、交通事故の惨状等を収録し

たビデオ（ＤＶＤ）放映、被害者等

の手記等を紹介し、交通事故被害

者等の現状や交通事故の惨状等に

対する県民の理解増進に努めま

す。 

（警）交通企画課 

交通事故の実態

及びその悲惨さ

についての理解

の増進に資する

データの公表 

交通事故統計や交通事故発生状況

等の様々なデータを各種交通関係

行事等や各自治体の広報媒体及び

テレビ・ラジオ・新聞等のメディア

を通じ広く県民に公表することに

より、その実態等について周知を

図り、県民の理解増進に努めます。 

（警）交通企画課 

（北朝鮮）拉致

被害者に対する

支援の検討、国

民世論の啓発 

北朝鮮の人権侵害問題について国

民世論の啓発を実施するとともに

拉致被害者に対する支援体制を整

備します。 

国際課 

学校における犯

罪抑止教育の実

施 

教育活動全体を通して児童生徒の

規範意識を高めるとともに、熊本

県警察本部少年課作成の「非行防

止教室指導マニュアル」などの関

係資料を活用することで児童生徒

に対する犯罪抑止教育を実施しま

す。 

（教）学校安全・

安心推進課 

学校等警察連絡

協議会の運用に

よる非行問題等

への適切な対応 

学校等警察連絡協議会の開催を通

して、警察と学校が相互に連携し、

非行問題等に関する具体的な情報

を相互に連絡することで児童生徒

の犯罪や非行及びその被害の防止

に努め、児童生徒の健全な育成を

図ります。 

（教）学校安全・

安心推進課 

（警）生活安全企

画課 
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道徳教育用郷土

資料「熊本の心」

の活用 

道徳教育用郷土資料「熊本の心」の

活用を通して児童生徒の道徳性を

育みます。 

＊道徳教育用郷土資料「熊本の心」

は、郷土の先人の伝記や逸話など

から人間の生き方や考え方を学ん

だり、伝統や文化の継承などから

郷土に対する愛着を深めたりする

教材を掲載しています。道徳科の

授業をはじめ学校の教育活動全体

や家庭・地域での教育に使用する

等、様々な場面において活用が可

能です。 

小学校用（１，２年用、３，４年用、

５，６年用、）中学校用（３年間）

の計４種があります。 

（教）義務教育課 

家庭における命

の教育への支援

の推進 

「くまもと家庭教育１０か条」「く

まもと携帯電話・スマートフォン

の利用５か条」の周知活用等を通

じて、家庭で命の大切さについて

考える機会をつくるよう啓発を行

います。 

（教）社会教育課 

家庭教育に関す

る学習の機会・

情報の提供 

家庭、地域社会、学校、市町村教育

委員会等の関係機関・団体との幅

広い連携に基づく「くまもと家庭

教育支援チーム」登録を展開し、家

庭教育の重要性や役割の啓発、く

まもと「親の学び」プログラムを活

用した家庭教育に関する学習機会

（「親の学び」講座）や情報の提供

に努めます。 

（教）社会教育課 
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学校教育におけ

る人権教育の推

進 

学校教育において、人権教育推進

に中心的に関わる管理職等を対象

として、様々な人権問題について

の基本的認識を深め、実践的な指

導力向上を図るための研修を実施

します。 

（教）人権同和教

育課 

 

 

 (3)  支援体制の充実・整備 

   ア 施策の方向性 

犯罪被害者等支援において重要な役割を果たす民間支援団体の職員、

県民に最も身近な行政機関である市町村の担当者、その他支援に関わる

者の人材育成のため研修会等を実施し、知識・技術の習得、専門性の向

上を図ります。 

また、犯罪被害者等に対し効果的な支援が実施できるよう、国、県、

市町村、民間団体等のネットワーク構築といった支援体制の充実・整備

に取り組みます。 

 

  イ 具体的施策 

  ① 人材の育成（条例第２１条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

被害少年支援担

当者の資質向上 

被害少年が受けた精神的ダメージ

を軽減するため、専門的知識を有

する「被害少年等カウンセリング

アドバイザー」による教養等を行

い、被害少年支援担当者の資質向

上を図ります。 

（警）生活安全企

画課 

犯罪被害者等支

援員・相談員等

の育成支援及び

市町村の犯罪被

害者等支援担当

者の資質向上 

犯罪被害者等支援に必要な関係機

関の役割を調整し、犯罪被害者等

に必要な情報を提供するととも

に、長期にわたって途切れること

のない支援を実施するため、公益

社団法人くまもと被害者支援セン

ター等における人材の育成を支援

します。 

また、市町村の犯罪被害者等支援

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 
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担当者を対象にした研修会を開催

する等、人材の育成を支援します。 

代理受傷による

心身への健康被

害未然防止対策

の推進 

支援者の代理受傷による心身への

健康被害の未然防止対策を推進

し、適切な支援活動の実現と支援

活動従事者の心理的影響に配慮し

た取組を推進します。 

（警）広報県民課 

里親に対する支

援（研修の実施、

休息の確保）の

実施 

被虐待児のケアを担う専門里親の

養成及び養育技術向上のための専

門里親研修事業を実施するととも

に、委託児童を養育している里親

が休息を得られるよう援助しま

す。 

子ども家庭福祉

課 

被虐待児の保護

等に携わる者の

研修の充実 

虐待を受けた子どもが専門的な知

識に基づいた適切な保護及び自立

支援を受けられるように、支援に

直接携わる職員等の資質向上を図

ります。 

子ども家庭福祉

課 

（警）人身安全対

策課 

思春期精神保健

の専門家の養成 

思春期の児童生徒が適切な支援を

受けられるように、支援に携わる

職員等の知識・技術の向上のため

の研修を実施します。 

障がい者支援課 

被害少年の聴取

や支援を行う警

察職員の知識・

技能習得 

被害少年の心情に配意した聴取や

継続的・効果的支援を行うため、各

種研修会への参加を通して警察職

員の知識・技能習得に努めます。 

（警）生活安全企

画課 

健康教育の充実 健康教育（性に関する指導を含む）

に関する研修を実施し、知識の向

上や組織的な対応の充実を図りま

す。 

（教）体育保健課 

警察職員に対す

る研修の充実  

ストーカー・ＤＶ事案等に適切に

対応することができるよう、同事

案に対処する警察職員に対して必

要な教養を行います。 

（警）人身安全対

策課 
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② 民間支援団体による活動の促進（条例第２２条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

県民に対する民

間支援団体の意

義、活動等の広

報 

被害の回復や軽減のために、直接

被害者等に接して支援を行う公益

社団法人くまもと被害者支援セン

ター等民間支援団体の意義、活動

等を広報します。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

公益社団法人く

まもと被害者支

援センターへの

支援 

犯罪被害者等早期援助団体である

公益社団法人くまもと被害者支援

センターに対する財政支援を引き

続き実施します。 

（警）広報県民課 

民間支援 団体

（公益社団法人

くまもと被害者

支援セン ター

等）との連携・協

力の強化 

公益社団法人くまもと被害者支援

センター等の民間支援団体が実施

する講演会等に後援する等、積極

的に協力することで、支援活動の

更なる活性化を図ります。 

また、警察において、くまもと被害

者支援センターによる支援の必要

性を認め、又は支援が効果的と判

断した犯罪被害者等については、

犯罪被害者等の同意を得た上で、

警察からくまもと被害者支援セン

ターへ被害者情報の提供を行うな

ど、くまもと被害者支援センター

と連携した横断的な支援活動を実

施します。 

（警）広報県民課 

くらしの安全推

進課 

「性暴力被害者

のためのサポー

トセンターゆあ

さいどく まも

と」との連携・協

力の強化 

「ゆあさいどくまもと」による支

援が必要又は効果的な性暴力被害

者等について、性暴力被害者等の

同意を得たうえで、警察から被害

者情報の提供を行い、「ゆあさいど

くまもと」と連携した横断的な支

援活動を実施します。 

（警）広報県民課 
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③ 犯罪被害者等支援の推進体制等（条例第２３条関係） 

施策名 施策内容 担当課 

多機関ワンスト

ップサービス体

制の円滑な運用 

犯罪被害者等の負担軽減を図るた

め、県の総合的対応窓口と一体と

なって関係機関との調整を進める

「犯罪被害者等支援コーディネー

ター」を配置し、関係機関・団体

と連携をとり、多機関ワンストッ

プサービス体制の円滑な運用を行

います。 

くらしの安全推

進課 

（警）広報県民課 

犯罪の発生直後

からの総合的・

横断的な支援活

動の展開 

被害者支援要員制度の活用及び公

益社団法人くまもと被害者支援セ

ンターに対する情報提供の促進並

びに関係機関とのネットワークの

活用により、犯罪の発生直後から

の総合的・横断的な支援を実施し

ます。 

（警）広報県民課 

庁内連絡会議の

運営 

犯罪被害者等支援に関する施策が

適切に実施されるよう、庁内連絡

会において、知事部局、警察本部及

び教育庁３者の連携体制を確保し

ます。 

くらしの安全推

進課 

県（県警含む）・

早期援助団体・

市町村との連絡

会議の運営 

知事部局（くらしの安全推進課）、

警察本部（広報県民課）、早期援助

団体（くまもと被害者支援センタ

ー）、市町村の担当者が相互に連

携・協力できるよう連絡会議を開

催し、県全体で犯罪被害者等支援

施策が推進されるよう努めます。 

くらしの安全推

進課 

熊本県犯罪被害

者支援連絡協議

会・地区犯罪被

害者支援連絡協

議会の活用によ

る有機的なネッ

トワークの構築 

犯罪被害者等に対し途切れない支

援を実施するため、熊本県犯罪被

害者支援連絡協議会・地区犯罪被

害者支援連絡協議会を活用し有機

的なネットワークの構築に努めま

す。 

（警）広報県民課 
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市町村の総合的

対応窓口の機能

強化支援 

市町村における犯罪被害者等に特

化した条例の制定や、機関内ワン

ストップ体制※3 の構築が進むよ

う、情報提供や助言を行います。 

くらしの安全推

進課 

 

重大事案発生時

の緊急支援態勢

の構築 

犯罪等により死傷者が多数に上る

事案その他重大な事案が発生した

場合には、市町村その他犯罪被害

者等支援に関係する機関及び団体

が協力して直ちに支援を行うこと

ができる態勢を構築し、必要な緊

急の支援を実施します。 

（警）広報県民課 

※3 機関内ワンストップ体制 

      犯罪被害者等が制度・サービスを利用する際の負担軽減を目的として、犯罪 

被害者等のニーズに応じ、その機関・団体が持つ、利用できる全ての制度・サ 

ービスを包括して漏れなく届ける仕組み 

 

  ※ なお、担当課は年度により変更することがあります。 
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【資 料】 

○ 熊本県犯罪被害者等支援条例 

（令和２年１２月２２日条例第５５号） 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らか

にするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援を総

合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もっ

て県民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心

して暮らすことができるようにするための取組をいう。 

(4) 二次被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、

無理解等による言動、インターネットを通じて行われる誹(ひ)謗(ぼう)中傷、報道機

関による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、生活の平穏の侵害、

経済的な損失等の被害をいう。  

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する

法律（昭和５５年法律第３６号）第２３条第１項に規定する犯罪被害者等早期援助団

体その他の犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障

される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の

事情に応じて適切に行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、安心して暮らすことができるようになるまでの

間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（第６条から第８条までにおいて「基本理念」とい

う。）にのっとり、犯罪被害者等支援に関する総合的な施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

２ 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町村その他犯罪被害者等支援に関係する機関

及び団体との連携を図るものとする。 

（市町村への協力） 
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第５条 県は、犯罪被害者等支援において市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が犯

罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、必要な情報の

提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。 

（県民の責務） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等

支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮する

とともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者

等支援の必要性について理解を深め、事業活動に伴う二次被害の防止及び従業員で

ある犯罪被害者等の就労について十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者

等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（民間支援団体の役割） 

第８条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及

び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うとともに、県が実施する犯罪被害者等支援

に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（犯罪被害者等支援に関する指針） 

第９条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被

害者等支援に関する指針（以下この条及び附則第２項において「支援指針」という。）

を定めるものとする。 

２ 支援指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 犯罪被害者等支援に関する基本方針 

(2) 犯罪被害者等支援に関する具体的な施策 

(3) その他犯罪被害者等支援に関する施策を推進するために必要な事項 

３ 知事は、支援指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

４ 前項の規定は、支援指針の変更について準用する。 

（相談及び情報の提供） 

第１０条 県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように

するため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情

報の提供、助言、犯罪被害者等支援に精通している者の紹介その他の必要な施策を

講ずるものとする。 
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（損害賠償の請求に関する情報の提供） 

第１１条 県は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るた

め、損害賠償の請求に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（経済的負担の軽減） 

第１２条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な

助成に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第１３条 県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回

復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（安全の確保） 

第１４条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全

を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害

者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（居住の安定） 

第１５条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の

居住の安定を図るため、県営住宅（熊本県営住宅条例（昭和３５年熊本県条例第１

１号）第２条第１号に規定する県営住宅をいう。）への入居における特別の配慮そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（雇用の安定） 

第１６条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況

について事業主の理解を深めるための啓発その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（刑事に関する手続及びその進捗状況に関する情報の提供） 

第１７条 県は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与すること

ができるようにするため、刑事に関する手続及びその進捗状況に関する情報の提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（保護又は捜査の過程における配慮） 

第１８条 県は、犯罪被害者等の保護又はその被害に係る刑事事件の捜査の過程において、

名誉、生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等

の負担が軽減されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（未成年者への配慮） 

第１９条 県は、犯罪被害者等が未成年者であるときは、その心情に十分な配慮がなされ、

当該犯罪被害者等の負担が軽減されるよう必要な施策を講ずるものとする。 
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（県民の理解の増進） 

第２０条 県は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につい

て県民の理解を深め、並びに二次被害の防止を図るため、広報、啓発その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成） 

第２１条 県は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、犯罪被害者等支援を担う人材を育成

するための研修その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（民間支援団体による活動の促進） 

第２２条 県は、民間支援団体の活動を促進するため、犯罪被害者等支援に関する情報の提

供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（犯罪被害者等支援の推進体制等） 

第２３条 県は、市町村その他犯罪被害者等支援に関係する機関及び団体と連携し、相互に

協力して犯罪被害者等支援を推進するための体制を整備するものとする。 

２ 県は、県内において犯罪等により死傷者が多数に上る事案その他重大な事案が発生し

た場合において、当該事案の犯罪被害者等に対し直ちに支援を行う必要があると認める

ときは、市町村その他犯罪被害者等支援に関係する機関及び団体と協力して、必要な緊急

の支援を実施するものとする。 

（財政上の措置） 

第２４条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に県が定めている犯罪被害者等支援に関する指針であって第９

条第２項各号に掲げる事項を定めたものは、同条第１項の規定により定められた支援指

針とみなす。 

 

人権センターに相談員を配置し、面接、電話及び電子メールによる県民からの人

権に係る相談に対応します。 


